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第１章　　計画の基本的な考え方 

 

１　計画の趣旨 

□ 食を取り巻く現状と課題 

近年、ライフスタイルや個人嗜好が多様化する中で、「食生活」の中心となる

家庭における「食のスタイル」も大きく変化しています。忙しい日々の中で、「食」

の大切さに対する意識が希薄化すると共に、飽食の時代にあって、真の「豊かな

食」とは何かが問われています。 

また、不規則な食生活による肥満や生活習慣病の増加、女性の過度な痩身志向、

高齢者の低栄養など健康に関わる問題、伝統的な食文化の喪失及び食糧自給率の

低下、食品ロスなどの課題が顕在化しており、健康教育、文化教育、生活環境な

どの観点から「健全な食生活」の必要性が求められています。 

 

□ 食育をめぐる動き 

国は、国民の「食」をめぐる環境が変化し、その影響が顕在化していることか

ら、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むための食育を

推進することの重要性に鑑み、平成 17 年 6 月に食育基本法を制定し、平成 18

年 3 月には食育推進計画が策定され、山梨県においても令和３年３月に第４次や

まなし食育推進計画が策定されました。 

      食育基本法では、『国民一人ひとりが「食」について改めて意識を高め、自然

の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」

に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによ

って、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、学

校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくこ

と』を課題としています。（※次ページ：食育の環　参照） 

　　　こうした経緯から、「食育」に関する総合的な計画や具体的な施策を明確にす 

ることで私たちが地域の農産物と共に生きていることを知り、地域の人々の暮ら

しと食、心や身体と食など、「食」のつながりに視点をおき、地域の食を知り、 

様々な「食」に関する知識と理解を深め、家庭や地域、学校などにおいて健全な

食生活を実践すると共に、子どもから大人、家庭、地域、保育・教育機関、食料

生産者など、食に関わる関係機関・団体などが連携を図りながら富士川町らしい

「食育」を推進するため「第３次富士川町食育推進計画」を策定します。 

 

食育とは 
　子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくために

は、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本

であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健

全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求め

られている。　　　　　　　　　　　　（食育基本法　前文の抜粋）
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　　　　　　　　　　　内閣府作成　「できることから始めよう！食育ガイド」より引用 
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富士川町健康増進計画

 

富士川町子ども・子育て

支援事業計画 

富 士 川 町 地 域 福 祉 計 画

富 士 川 町 総 合 計 画

２　計画の位置づけ 

　　本計画は、食育基本法の目的及び基本理念をふまえ、同法第 18 条第 1 項に基づ

く市町村食育推進計画として、また、国、県の食育推進計画及び「富士川町総合計

画」における生活環境、文化教育、健康づくりなどの各施策と整合を図りながら、

本町における「健全な食生活」を目指して、「食育」に関する基本的な事項につい

て定めるものであり、本町における関連計画などとして、健康づくりの分野では「富

士川町健康増進計画」、子どもの健全育成の分野では「富士川町子ども・子育て支

援事業計画」などの各分野において、食育と関わりを持つ諸計画との調和を取る中

で、食に関わる関係機関・団体などが連携を図りながら「食育」の推進に取り組み

ます。 

 

【図 1－1】関連計画との関係図 

 

 

 

富 士 川 町 国 土 強 靭 化 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士川町食育推進計画 

（食育基本法第 18 条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

食育基本法（平成 17 年）　　 やまなし食育推進計画 

食育推進基本計画　　　　　 　（食育基本法第 17 条） 
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３　計画の期間 

本計画の期間は、令和４年度～令和８年度までの 5 年間とし、令和４年度からの

各年度における施策目標値に対する達成状況の評価を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

学校給食での地場産物「とうもろこし」提供 

食生活改善推進員会による、令和２年度 
増穂商業高校での伝承料理教室 

保育所での環境教室（食品ロスを減らそう！） 保育所「食育ボード」 

富士川まつり「みみ」の提供 
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４　「食」をめぐる現状と課題 

 

【富士川町の概要】 

富士川町は、甲府盆地の南西端に位置し、

町の西部には標高 2,052ｍの櫛形山や

2,000m 近い山々が連なり、それらを源と 

する戸川や大柳川などの河川が町内を縦断し

富士川に注ぐ地域に位置しており、自然豊か

な環境にあります。 

　このような豊かな環境下で町の特産品であ

る「ゆず」や「西洋ナシ」などの果樹栽培が

盛んです。また、郷土料理として「みみ」も

町の特産として継承しています。 

人口は１４，２２５人（令和２年国勢調査）で、平成２７年国勢調査と比較する

と人口減少が進んでおり、65 歳以上の高齢者の人口は年々増加し、14 歳以下の

年少人口は年々減少を続け少子高齢化が進んでいます。 

 

【社会的課題】 

男女共同参画社会の進展による女性の社会進出や就業形態の多様化、核家族化の

進行などに伴うライフスタイルの変化により、家族が一緒に食卓を囲む機会が減少

する中で、子どもたちの孤食化や朝食の欠食傾向の増加、米食からパン食への移行

など「食」をとり巻く環境は大きく変化しています。 

町内や近郊には 24 時間営業のコンビニエンスストアや 

ファストフード店、飲食店などが出店し、利用しやすい 

「中食」や「外食産業」の普及と共に「食」の簡便化思考 
注 １

が高まる中で、こうした手をかけない食事への依存度が増 

加しています。 

また、少子高齢化が進む中、世帯構造や社会環境も変化し、単独世帯や１人親世

帯が増える一方で、貧困の状況にある子どもに対する支援が重要な課題になるなど、

家庭生活の状況が多様化し、家庭や個人の努力のみでは健全な食生活の実践につな

げていくことが困難な状況も見受けられます。 

このほか、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の影響で家庭内食の機会が増加 

しています。また、様々な分野でデジタル化が急速に普及しています。このような

暮らしの変化に対応していく必要があります。 
 

注１：中食（なかしょく） 
外食と家庭での食事の中間にあるものとして、惣菜や弁当類などを買って家庭で食べる

こと。核家族化、個食化、家庭での料理の簡便化から、また、外食ほど経費がかからない

こともあり、年々、家庭での利用が増えています。 
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【健康課題】 

食生活の欧米化が進み、私たちの食生活を取り巻く環境は大きく変化しています。

こうした食生活環境の変化に伴い、脂質摂取量や濃い味付け嗜好による塩分摂取量

の増加、また、野菜の摂取不足などから栄養バランスの崩れた食生活を送っている

人が増加しています。こうした食生活は子育て世代や働き盛り世代における習慣化

が顕著となっており、健康への影響が危惧されています。 

また、栄養バランスの崩れた食生活に運動不足が加わることで、メタボリックシ

ンドロームやその予備群が発生し、生活習慣病を引き起こしやすい健康状態にある

人が年々増加しています。 

本町の生活習慣病の状況は、国民健康保険加入者の受診件数（令和２年度）で見

ると、１位は高血圧性疾患、２位は糖尿病、3 位は脂質異常症であり、医療費では

1 位が腎不全となっています。 

また、令和２年度の特定健診における検査項目では、HｂA１c の異常者は県平

均の６８.８％より低い４３.６%となっています。平成 21 年度が 74.3％であった

ことから、年々改善が見られているものの、特定健診受診

者の３分の１以上が HｂA１c の異常者です。 

こうした状況から、メタボリックシンドロームや生活習

慣病への対策が求められる中、これらへの影響が大きいと

いわれる若い世代からの食生活の見直しと改善が本町の最

重要課題となっています。 

さらに、高血圧や腎不全は塩分の過剰摂取が原因の１つ

となることから、減塩も含めた食生活の見直しが必要となっています。 

　　高齢者においては、移動手段がないことにより、保存できる食事になりがちであ

ったり、食事準備の難しさから手軽にとれるものに頼り、栄養バランスを考慮した

食事をとることが難しい現状にあります。その結果、低栄養の危険もあるため課題

の１つと言えます。 

 

 

【安全課題】 

食品偽装表示問題を発端として、消費者の食の安全性に対する関心が急速に高ま

る中、生産者においても、安全な農産物生産のため、化学肥料や農薬をなるべく使

わない土作りへの意識が高まってきています。 

人々の健康にとって、その土地で生産された食材を活用し

た食事がよいとされる考え方から、地元で生産された食材の

提供と共に、食材の原材料表示や品質管理の徹底が望まれて

います。 

また、原発事故による放射能飛散や鳥インフルエンザの発

生などから、消費者の食に対する安全性が懸念される中、生

産、流通段階における正確な情報の提供が求められており、最近では、食品の生産

段階から、出荷・流通・消費のどの段階においても製品情報の追跡把握ができる「ト

レーサビリティー」という流通監視システムが取り入れられてきています。 
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【食文化の課題】 

かつては、町内でも祝い事や祭りの時には特別な食事をするという風習がありま

したが時代と共に次第になくなり、日常的な食生活との区別がなくなってきていま

す。また、食文化や食事作法なども親から子へ伝えられなくなってきています。 

昨今、飽食の時代といわれながらも、インスタント食品やファストフ 

ードなどによる簡易な食事形態が増え、煮炊きなどの手間ひまをかけ 

ずに食事が摂れる時代となり、若い世代には包丁を使えない人もいま 

す。 

こうした現状から、家族がそろって温かい食事を食べ、会話を楽し 

み、食べられることへ感謝の気持ちを培ってきた日本本来の食事の 

風景は失われつつあります。 

古くから本町の十谷地区で行事食として伝承されてきた、「みみ」 

などの伝統料理を地域文化として次の世代に伝えていくことは大切です。先人から 

受け継いだ文化を絶やすことのないよう、地域での調理講習会や学校教育の一環と 

して、地域の食文化学習を取り入れることも必要です。このような取り組みを通し 

て地域の文化を次の世代へつなげることは、地域に生きる私たち一人ひとりの責務 

でもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

【生産課題】 

町の総面積 11,200ha のうち、山林が 81%とその大部分を占める中で、第一

次産業である農業従事者は、高齢化や後継者不足などにより年々減少し、耕作放棄

地が増加しており、農業振興のためには、新規就農者の確保が課題の一つとして挙

げられます。 

本町の農業は、一部の専業農家を除き、生産規模が小さく、地域の立地条件に適

した作物を生産する自給的農家が大半を占めていますが、特産であるゆず・西洋ナ

シなどの果樹やきのこ類、鶏卵についてはある程度の生産量があるため、地域の食

材として利用されています。 

また、地元で採れた野菜などは、直売所などで販売されており、 

おいしい旬のものを食べて味わうことができ、十谷地区には、 

地域食材を活用し、郷土料理を作る・食べる・感じることが 

できる体験交流施設「つくたべかん」が整備されています。 

さらに、食材の大切さや安全に留意した農産物の生産を　　　　　 穂積地区の「ゆず」 

行う農家や、体験農業を通して農業への関心を深めてもら 

う活動を進めている平林地区の「平林農業小学校」などと　　最勝寺地区の「ラ・フランス」 

連携し、農業への理解を深めながら地域の特産物を広めて 

いく取り組みが必要です。 

 

十谷地区の伝統料理「みみ」

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=125eeu2h9/EXP=1350110497%3B_ylt=A7dPdDmhu3dQtQUAfTGU3uV7/*-http%3A/illpop.com/img_illust/food/cooking_a24.png
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http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1246qn944/EXP=1350114063%3B_ylt=A3Jvcn.OyXdQAFQAT7OU3uV7/*-http%3A/img.blog.my2lang.com/20120201_2527310.jpg
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【子どもの育成課題】 

昨今の食生活環境の変化に伴い、子どもの食生活においても毎日の生活リズムと

しての規則正しい食事や栄養バランスなどが崩れ、健全な食生活が失われつつあり

ます。 

子どもたちの健全な食習慣を形成するためには、保護者自身が子どもにとっての

望ましい食と身体の関係を知る必要があり、特に母親は、妊娠期から胎児への影響

を意識した食生活を心がけることが大切です。 

また、乳幼児期からの規則正しい生活が子どもの成長に大 

きく影響することから、十分な睡眠や食事、規則正しい生活 

リズムといった基本的な生活習慣を身に付けることが重要で 

あり、よく遊ぶことで空腹感や食欲を感じ、食事をとること 

で、それを適切に満たす心地よさを経験することも大切です。 

学童期においては、家庭での食生活の乱れから朝食欠食や偏食傾向のある子ども

が多くみられ、肥満や過度の痩身など健康状態の悪化が懸念されています。 

学校では、「生きた教材」である給食の時間を中心に、食に関する指導内容や指

導方法を工夫しながら、子どもたちに正しい知識を習得させ、さらに食への関心を

持たせることが大切です。 

食をめぐる社会環境の変化やライフスタイルの多様化に伴い、家族そろって食事

をする共食の機会が減り、１人で食事する「孤食」やそれぞれが好みの食事を別々

でとる「個食」が増えているといわれています。家族と一緒に楽しく食卓を囲むこ

とにより、良好なコミュニケーションが作られ、安心感や信頼感を深めていくこと

で、人や社会との関わりを広げていくことができると共に、食事に関するマナーや

知識の習得、食文化を伝える場にもなります。 

また、こうした食生活の乱れにより、食に対する感謝の気持ちやもったいないと

いう気持ちが希薄になっていることから、食べることの大切さを理解し、食への感

謝の心を育むための意識啓発や支援が重要です。 

子どもたちが将来、自立した食生活を営むためにも、成長や 

発達段階に応じた調理体験などの実践活動を通して、食への興 

味や楽しさを育み、肥満や糖尿病などの生活習慣病予防、生涯 

を通した歯・口腔の健康づくりなど、子どもの頃から自らの健 

康管理ができる力を身に付ける取り組みを行っていく必要があ 

ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12m9nrbfi/EXP=1350350375%3B_ylt=A3JvcommZHtQNi8ASXeU3uV7/*-http%3A/www.city.matsudo.chiba.jp/var/rev0/0010/4894/illust1959.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13jbh7gtd/EXP=1350351356%3B_ylt=A7dPdDp8aHtQlmMAJwiU3uV7/*-http%3A/www.city.otsu.shiga.jp/www/contents/1215671253258/activesqr/common/other/4b8f4479002.JPG
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【環境の課題】 

　　私たちの日常生活では、様々な「ごみ」が排出されています。その中で「食生活」

に着目すると「食の製造過程で発生するごみ」「流通・販売過程で発生する食品廃

棄物」「家庭などでの食べ残しや食品の容器包装ごみ」など、大量の食品に関係す

るごみが排出されています。これらから発生するごみを抑制し、減量化していくた

めには、環境へ配慮した「4 つのＲ」を実践する取り組みと意識啓発を行うことが

重要です。 

 

〔4 つのＲ〕 

 

・Refuse・・・不要なものは買わない・断る。 
リ フ ュ ー ズ

 

・Reduce・・・原材料やごみを減らす。 
リ デ ュ ー ス

 

 

 

 

・Reuse ・・・再使用する。 
リ ユ ー ス

 

・Recycle・・・再資源化する。 
リ サ イ ク ル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122rete29/EXP=1350353601%3B_ylt=A7dPeC5AcXtQPC8AdyqU3uV7/*-http%3A/bezier.jp/sample/img/crs1/CRS1-0072.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12guo42vj/EXP=1350354821%3B_ylt=A7dPdCUEdntQeC8AlOyU3uV7/*-http%3A/www.misaki.rdy.jp/illust/jinbutu/bika/4/sozai/403.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=135p9nqg1/EXP=1350353769%3B_ylt=A7dPeC3ocXtQUmYA8h6U3uV7/*-http%3A/www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/kankyo/t_katsudo/img/pict_k04-18.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12nvmrvb6/EXP=1350353506%3B_ylt=A7dPeC3icHtQI1oAZayU3uV7/*-http%3A/www.town.aichi-higashiura.lg.jp/13kankyo/gomi/images/top.gif
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５　取り組みの方向性 

 

(1)　基本理念 

 

　　　　豊富な食料や簡便さを享受する時代にあって、町民一人ひとりが、食に関す

る知識や食を選択する力を身に付け、食べることの大切さを理解し、「健全な

食生活を実践する」、「楽しい食を育む」、「地産地消と伝統ある食文化の継

承に努める」、「食の安全性に対する知識と理解を深める」、「環境に配慮し

た食生活を実践する」ことを通して、健康で豊かな食生活を育み、誰もが健や

かで笑顔があふれるまち「ふじかわ」の実現を目指します。 

 

 

 

(2)　基本目標 

第１次富士川町総合計画では、「健やかで笑顔があふれるまちづくり」を健康 

づくりの基本目標としています。 

本計画は、この基本目標をもとに「心や身体と食のつながり」、「地域の暮ら 

しと食のつながり」、「地域の農産物と食のつながり」を通して、食に関わるあ

らゆる関係機関・団体などが連携を図り、以下の 5 つの目標を掲げ、生涯にわた

る食育を推進していきます。 

 

食と健康に関心を持つ 

　　食は、健康な心身を育むうえで欠かせないものです。身体の健康のため 

には栄養バランスのとれた食事や食べ物が大切であることを理解し、健全 

な食習慣を身に付ける力を養います。 

子どもの頃から「早寝・早起き・朝ごはん」の生活リズムや正しい食習慣 

を身に付けます。 

 

 

楽しい食を育む 

　　家族や友だちと一緒に食卓を囲みながら食事をとることで、食べること 

  の楽しさやコミュニケーションの輪を広げ、食材がもたらす季節感や食文 

化に触れ、食材選びや調理方法などの知識を培います。 

 

 

 

地産地消と伝統ある食文化の継承 

    地域で採れる農産物と食のつながりに関心を持ち、地域食材を活用した 

食事をとることで地産地消を推進し、地域で古くから受け継がれてきた食 

材や加工方法、また、食や農に関わる祭事の伝統料理や郷土料理などの食 

文化を絶やすことなく次世代へ継承していくことに取り組みます。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11ui55kk6/EXP=1350542215%3B_ylt=A3JvdlsHUn5QaQEAtUeU3uV7/*-http%3A/www.toss-mio.com/tsujino/pi-man.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=123va4eae/EXP=1350542836%3B_ylt=A3Jvcod0VH5QKU8A1XGU3uV7/*-http%3A/illpop.com/img_illust/food/fruit_a21.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11s5v4n0g/EXP=1350542541%3B_ylt=A7dPdC1NU35Qx2oAMoOU3uV7/*-http%3A/myds.jp/vegetable/carrot/a/a1.gif
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食の安全性に対する知識と理解を深める 

　　　食品の安全性が損なわれれば私たちの健康に重大な影響を及ぼします。食品の 

安全性やどのようにして私たちの食卓に届くのか、正しい情報を学び食生活に 

関する正しい知識と理解を深める力を身に付けます。 

 

 

 

環境に配慮した食生活を実践する 

　　　豊かな自然に恵まれた富士川町の環境を守るため、資源循環型社会の構築を目

指し環境に優しい食生活を推進します。 

 

 

 

６　計画の評価方法 

 

「富士川町食育推進計画」では、計画の推進と共に 

評価を実施します。 

評価にあたっては、食育推進施策の中で、「評価指 
※  別 紙 １

標及び各年度の達成目標値」を設定し、本計画の達成度 

を評価します。また、各施策についてどのような取り組 

みを行ったのか、その過程の検証も併せて実施します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目標

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ii6v8ak/EXP=1350543122%3B_ylt=A3JuMEWSVX5QQX0ACX.U3uV7/*-http%3A/livedoor.blogimg.jp/illustrationm/imgs/1/c/1c7ce90f.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=11u6je9jo/EXP=1350543483%3B_ylt=A3JvdlP6Vn5QSyUAOGyU3uV7/*-http%3A/myds.jp/vegetable/eggplant/a/a1.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12p852psd/EXP=1350447905%3B_ylt=A7dPeCOh4XxQSyoA7ouU3uV7/*-http%3A/www.misaki.rdy.jp/illust/child/gakkou/title/1jan/sozai/703.jpg
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（１） 生活リズムの向上 
（２） 共食の推進 
（３） 歯の健康維持 
（４） 望ましい食習慣や知識の習得 
（５） 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導 
（６） 災害時の食の備えに関する普及啓発

（１） 栄養バランスの優れた「日本型食生

活」の普及 
（２） 食に関する専門的な知識を有する人

材の育成と活用 
（３） 健康づくりにおける食育の推進 
（４） 貧困家庭への支援 
（５） 食料の生産現場である農林水産業へ

の理解 
（６） 農林水産業者における食育の推進

 
１ 家庭における食育の推進

 
２ 地域における食育の推進

 
３ 保育所・幼稚園・学校にお

ける食育の推進

（１） 保育所・幼稚園における食育の推進 
（２） 学校における食育の推進 
（３） 教育活動全般における食育の推進

 
４ 地産地消による食育の推進

 
（１）地域で生産される地場産物の活用

 
５ 食文化継承への取り組み

（１）地域で育まれた伝統的な食文化の継承 
（２）国際交流による食文化交流 

 
６ 食の安全・安心確保への取

り組み

（１）食品の安全性に関する情報提供と知識 
の習得

 
７ 環境に配慮した食生活の推

進

（１） 環境を守る意識の普及 
（２） 食品ロスの削減促進 
（３） 食品廃棄物の減量化と再利用

 
８ 食育推進運動の推進

（１） 「食育の日」の普及啓発 
（２） 「食事バランスガイド」の普及啓発 
（３） 「新たな日常」やデジタル化に対応

した食育の推進

第２章　　重点的取り組み 

 

具体的な施策体系 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12gfrd32j/EXP=1350541119%3B_ylt=A7dPeB6.TX5QyB0Ac9KU3uV7/*-http%3A/pds.exblog.jp/pds/1/200612/22/05/f0078605_2163389.gif
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具体的な施策 

 

 

1 家庭における食育の推進 

 

家庭における食習慣や食文化は、世代を超えて受け継がれてきました。 

家庭は、食事のマナーや食に関する知識を学ぶ場であり、生涯を健康で過ごせるよう、

正しい食生活を身に付ける場でもあります。 

また、家族や友だちで一緒に食卓を囲みながら食事を楽しむことで、コミュニケー

ションの輪を広げる場としての役割も果たしています。 

　このことから、「家庭」を、食の有用性や知識を高め、健全な食習慣を確立するた

めの場として位置づけ、子どもから高齢者に至るまで生涯を通じた取り組みを支援し

ます。 

 

 

(1) 生活リズムの向上 

〇  子どもたちが健やかに成長していくためには、適度な運動、バランスの良い

食事、十分な休養・睡眠が大切です。また、子どもの基本的生活習慣の乱れが

学習意欲や体力、気力の低下の要因の１つとして指摘されていることから、規

則正しい生活のリズムづくりを形成するために、家族みんなで「早寝・早起き・

朝ごはん」の推進に取り組みます。 

○　高齢者の健康の保持増進や認知症、寝たきり、低栄養などの予防には、規則

正しい食習慣と主食・主菜・副菜がそろった食事が重要であることについて啓

発を図ります。 

 

(2)共食の推進 

　　○　家族そろっての食事が、食の楽しさを実感させ、栄養や食材・料理に関する 

　　　知識や食事のマナーを学ぶ場となることから、共食の推進により食への関心や 

興味を深めていきます。 

　　〇　１人暮らしの高齢者が集まり、コミュニケーションをとる場づくりに取り組 

みます。 

 

(3)歯の健康維持 

○  おいしく食事をとるためには、健康な歯を保つことが大切 

です。家族みんなで健康意識を高め、食後の歯みがき習慣や正 

しい歯みがきを実践できるよう啓発します。 

○  むし歯や歯周病に関する正しい知識の普及啓発を行うと共に、 

歯科健康診査や歯科保健指導の充実を図ります。 

○  よく噛んで食べることは、健康を保つうえで重要な役割を担っ 

ています。食材選びや調理方法を通して、食べてから飲み込むまで 

の機能を正しく理解し、咀しゃく力を育てるための取り組みを進めます。 

　　○　高齢になると、歯の欠損や口腔状態の悪化による、食への影響があるため、

口腔機能の維持・改善に努めます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120d8reer/EXP=1350605765%3B_ylt=A7dPdCxFSn9QZH8A63KU3uV7/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust1453.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122tdshvd/EXP=1350541071%3B_ylt=A3JuMEqPTX5QeF8AB42U3uV7/*-http%3A/illpop.com/img_illust/year/septem18.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=122ubrpim/EXP=1350978406%3B_ylt=A7dPdCfm.YRQHjgATT2U3uV7/*-http%3A/bezier.jp/sample/img/med3/MED3-0033.jpg
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(4) 望ましい食習慣や知識の習得 

〇  家庭における食育の大切さを周知し、食への関心や理解が深まるよう町広 

報誌やホームページ、イベントなどを活用し、食育の普及啓発を推進します。 

 

(5) 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導 

○  妊娠期、産後、育児の期間を健康に過ごすためには、自分にあった食事バラ

ンスを知り、適切な食習慣を続けることが大切です。母子健康手帳の交付時に、

産前の食育アドバイスを行い、出産に至るまで栄養・健康教室や相談を実施し、

妊産婦の正しい食生活を実践できるよう支援します。 

○  子どもの食習慣のスタートとなる離乳食教室や子育て相談・家庭訪問などを

通して、乳幼児の発育・発達状態に応じた栄養指導を行います。 

○　幼児の健康診査において、年齢に応じた正しい食習慣を身に付けるための集

団指導や個別指導を行います。 

○  乳幼児健康診査において、初期から完了期までの離乳食や、偏食・アレルギ

ーなどの悩みに対して栄養士や保健師が個別の栄養相談を実施します。 

 

(6) 災害時の食の備えに関する普及啓発 

〇　地震や台風などの大規模災害など、いかなる場合においても可能な限り健全

な食生活が実践できるよう、それぞれの状況に応じた食料・飲料水などの備蓄

をはじめ、限られた食品や資源をもとに栄養に配慮した食事を作るなど、非常

時にも対応できる力を身に付けておくための情報の提供に努めます。 

 

 

2 地域における食育の推進 

 

すべての町民が、健康で安心した生涯を過ごすためには、一

人ひとりが自身の健康状態に応じた食生活の改善や運動など

の健康づくりを実践していくことが重要です。 

それぞれのライフステージを通じ、生活習慣病や低栄養などを予防するためには、

家庭や地域、保育所、幼稚園、学校、生産者などが協働して取り組んでいく必要があ

ります。こうした予防のための実践方法の啓発や情報提供、また、地域の人材や組織

育成を図り、関係者が連携し食育実践の輪を広げるための活動を行います。また、高

齢者の１人暮らしや１人親家庭など、家庭環境や生活様式の多様化により家族との共

食が難しい町民に対し、地域における共食の場づくりを推進し、コミュニケーション

や豊かな食体験につながるよう、取り組んでいきます。 

 

(1) 栄養バランスの優れた「日本型食生活」の実践 

○  食事の簡便化などから、パン食やインスタント食をとる機会や欧米型の食事

が増えるなかで、海外では、健康へ配慮した日本食の良さが見直されています。 

  日本の気候風土に適した多様性のある食として、日本の各地域で生産される

豊かな食材を用い、ごはんを主食とし、魚や肉、卵、野菜、果物、海藻、豆類、

乳製品などの多彩な食品を組み合わせた「日本型食生活」を推奨し、その普及
注２

啓発に努めます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12abmv3iq/EXP=1350611555%3B_ylt=A3JuMFTiYH9Q0BcA9aWU3uV7/*-http%3A/www.nagoya-shakyo.jp/houjin/img/fukushi_ira.jpg
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注２：日本型食生活 

昭和 60 年代ごろの日本の平均的な食生活で、ごはんを主食 
としながら、主菜・副菜に加え、適度に牛乳・乳製品や果物が 
加わったバランスのとれた食事のこと。日本が世界有数の長寿 
国である理由は、こうした食事内容にあると国際的にも評価さ 
れている。 
 

○  塩分の使用量や油脂類の摂取を抑え、バランスのとれた食事に心がけ、安全 

で新鮮な食品を食べる習慣を身に付けるよう普及啓発を図ります。 

 

(2) 専門的知識を有する人材の養成と活用 

○　食育の推進に関わる機関や組織が協働して食育に取り組むため、ネットワー

ク体制の推進を図ります。 

○　地域における食の推進役である食生活改善推進員の養成を行い、地域での主

体的な食育活動の支援や調理講習などを通しての食事バランスガイドの周知

を図るとともに、食に関する知識や調理技術の向上を推進します。 

 

(3) 健康づくりにおける食育の推進 

〇　町民の生活習慣病や介護予防を図るため、それぞれの年代やライフスタイル、 

個人の健康状態に応じた食生活改善のための支援に取り組みます。 

〇　総合健康診査などを通して生活習慣病の予防・発見に努め、健康相談や保健

指導による食習慣の改善を図り、疾病の重症化を防ぎます。 

〇　メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防に対する効果が大きいとい

われる脂質摂取量の減量、香辛料・旨味・薬味・酸味を上手に使った減塩、野

菜摂取量の増加を推進します。また、生活習慣病予防のための慢性腎臓病予防

教室や運動習慣のきっかけ作りとなるよう、運動教室などを開催します。 

〇　高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病予防を中心に栄養相談、栄養

教室を実施します。 

○　地域で歯の健康づくりに取り組んでいる愛育会組織と連携し、啓発活動に取

り組むと共に、むし歯のない子の表彰事業などを通して、予防意識の向上に努

めます。 

○　食生活を支える口腔機能の維持向上のため、むし歯予防や歯周病予防につい

て、保健指導や歯科相談などの歯科保健事業を推進します。 

○　高齢者の口腔状態の悪化による低栄養や運動機能低下を防止するため、咀し

ゃくや嚥下反射の低下を防ぎ、いくつになっても自分の歯で噛める口腔機能の
注３

維持向上の支援に取り組むと共に、低栄養予防のための知識の普及に努めます。 
 
 
注３：嚥下反射 

食物などが咽頭内に入ると反射的に起きる筋収縮のこと。嚥下反射によって鼻、口、

耳への逆流を防ぎ、声門も閉じて食物が気道に入りこまないようにする。高齢者は筋

肉の機能不全などから喉頭の閉鎖が不十分になると食物が気管に入り誤嚥しやすく、

誤嚥すると食物に含まれた細菌が気管から肺に入り込んで肺炎を起こしやすくなる。 

 

http://kotobank.jp/word/%E5%A3%B0%E9%96%80
http://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E9%81%93
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=121fadcsb/EXP=1350711578%3B_ylt=A7dPdC2a54BQFF4AdJiU3uV7/*-http%3A/www.pinup.jp/images/category/np232.jpg
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(4) 貧困家庭への支援 

○　貧困家庭に対し、食料支援やフードバンクの紹介など社会福祉協議会と連携 

し、健全な食生活の実践に取り組めるよう支援します。 

 

(5) 食料の生産現場である農林水産業への理解 

○　自然の恵みに対する感謝の気持ちや、地域で生産される農産物を知り、食べ 

ることで、環境保全の重要性への認識を高め、生産者と連携して豊かな食材を 

育む農林水産業と触れ合う機会の提供に努めます。 

○  各地域の産物や生産活動などについて、町ホームページや広報誌などのメデ 

ィアを活用し、町民に広く紹介します。 

○  食材の栄養素・栄養価・身体への効用などを紹介し、地域食材を活用した郷 

土料理や日本食のメニューなどの普及・啓発を行います。 

○  生産者や生産者団体に対し、地元産物の直売イベントなどへの参加協力を要 

請すると共に、各種イベント情報について町民に広く周知します。 

○  農産物を自ら栽培し、収穫し食べるといった農作業体験をすることは、食を 

育む産業である農林水産業への理解を深め、食を大切にすることにつながりま 

す。また、自分の手で採って味わう体験をすることは、食を楽しみ、食への関 

心を高めることへもつながります。生産者などと連携し、生産現場の見学や収 

穫体験など、食を楽しむ機会を創出し、食への理解と感謝する心を養います。 

 

(6) 農林水産業者による食育の推進 

○　食材を育む農地や山、川などの自然を守り、農林水産業地域の環境保全への

取り組みを支援すると共に、その取り組み内容を広く町民に紹介することで、

自然の恵みに対する感謝の念を醸成します。 

〇　食材の調理方法、保存方法など生産者の経験から得た知恵、「旬」の食材に

関する生産者の知識・情報を消費者に発信し、食材の活用効果を高めます。 

〇　農地や農業施設、山林など農山村の持つ地域資源などを活用したイベントや、

生産現場と消費者との交流イベントなどの開催を支援します。 

 

 

3 保育所・幼稚園・学校における食育の推進 

 

社会状況の変化に伴い、子どもたちの食の乱れや健康への影響がみられる中で、保

育所・幼稚園・学校における食育は、子どもの健全な育成に重要な役割を担っていま

す。また、保育所・幼稚園・学校での食育は、家庭への波及効果が期待できることか

ら、子どもが食の大切さや食べることの楽しさを実感し、望ましい食生活や食習慣を

身に付けられるよう家庭や地域と連携しながら食育の推進を図ります。 

保育所では「保育所保育指針」、幼稚園では「幼稚園教育要領」、学校では「学習

指導要領」に基づいて食育を進める必要があります。 
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(1) 保育所・幼稚園での食育の推進 

○　保育・教育の全体計画と連動した食育計画に基づき、食育を展開します。 

〇　和やかな雰囲気の中で、保育士・教諭と子どもたちが一緒に食べる喜びや 

楽しさを味わえるよう食環境を整えます。 

○　食事の基本的なマナーや望ましい食習慣の習得、また、食事 

が生活に果たす役割や健康との関わりなどについて理解を深め 

るため、食に関する指導内容や方法を工夫します。 

○　給食の献立に、季節の行事食や郷土食を取り入れ、郷土の食文化や地域 

文化への関心を高めます。 

○　作物の栽培や収穫体験、調理などを通して食べ物に触れる機会を持ち、命

や食べることの大切さを知り、食への理解を深める体験を実施することで、

自然の恵み、生産者や調理をしてくれた人への感謝の気持ちや食べ物を大切

にする心を養います。 

○　咀しゃく機能の向上やむし歯予防のため、よく噛んで味わって食べること

の大切さや歯みがきの習慣が身に付くよう指導します。 

○　給食だよりや献立表の配付などを通して、情報を発信し、食育の大切さを

家庭へ働きかけます。 

○　食物アレルギーを持つ子どもへの給食の充実を図りながら、保護者への支

援を行います。 

 

(2) 学校における食育の推進 

○　各教科・総合的な学習の時間・特別活動など学校教育活動のあらゆる教育

現場で、子どもの生活実態や地域の特性を活かした食育への取り組みを進め

ます。 

○　栄養教諭などの専門性を活かし、食に関する指導を進めます。 

○　農業生産者との交流や学校農園での農作業体験活動などを通して、地場産

物を知ることや、自分たちで栽培し、収穫した野菜などを味わうことで食へ

の関心を持ち、食に対する感謝の心を育みます。 

○　保護者へのお便りによる食育の情報発信や、高齢者との郷土料理作り・給

食試食会など、食をテーマとした交流学習を通して食育の啓発を推進します。 

○　子どもの頃からの偏った食生活などによる肥満や、思春期やせ症などの健

康課題に対して、食事と早期生活習慣病の関係などの学習や相談指導を実施

し、食と健康への理解を深める機会を充実します。 

○　給食を通して、食べ物を大切にする心を育成し、残さず食べる習慣や配膳・

後片付け、食事マナーの学習など食指導の充実を図ります。 

○　給食を通して、食材の有用性や食事バランスに対する理解を促進します。 

○　栄養バランスのとれた給食献立を心がけ、給食だよりや給食試食会などを

通して、保護者が給食を知る取り組みを進めます。 
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(3) 教育活動全般における食育の推進 

○　栄養教諭などが中心となり、教職員の食育意識を高め、学校や幼稚園の教

育活動の中で、子どもたちに体系的な食に関する学習への取り組みを行いま

す。 

○　子どもの頃からの健全な食生活を実践することが、生涯にわたる健全な心

身の育成につながることから、家庭における食育を支援していくため、地域

や団体、保育所・幼稚園・学校などが連携しながら食育を推進します。 

○　富士川町学校給食における食物アレルギー対応ガイドラインに基づき、食

物アレルギーを持つ子どもへの給食の対応を行います。 

 

4 地産地消による食育の推進 

 

(1)　地域で生産される地場産物の活用 

○　地域で生産される農林水産物を知り、理解を深めると共に、地域内での消費

による地域の活性化や農業環境の保全及び健康的な食生活への意識啓発を行

い、食育活動と密接な関係にある地産地消を推進します。 

○　地域の直売所や各種イベントなどによる生産者と消費者の交流を通して、地

場産物の消費・普及に努めます。 

○　保育所や学校給食での地場産物の利用促進を図ります。 

 

 

5 食文化継承への取り組み 

 

私たちが生まれ育った富士川町には、この地域の気候、風土

に育まれた食材を使い、長い歴史の中で調理法が伝えられてき

た伝統料理や郷土料理、親から子へと引き継がれてきた家庭料

理があります。 

生活の基盤である食は、そこに暮らす人々の健康を育んでき

ています。この町で採れる旬の食材や風土に合った料理を食することの大切さを知り、

地域の伝統的な食文化を次世代へ引き継ぎ、守る取り組みを推進します。 

 

(1) 地域で育まれた伝統的な食文化の継承 

○　給食献立への活用、調理講習会や各種イベントを通して、町民が郷土料理に

触れ、作り、味わう機会の創出に努めます。 

(2) 国際交流による食文化交流 

○　富士川町には、現在２０カ国、１５２人の外国人が住んでいます。（令和３

年７月１日現在） 

「富士川町国際交流協会」で開催する「ワールドグルメプラザ」は自国の料

理を作って食べることにより、在住外国人と町民との相互理解を深めるイベン

トです。こうした活動を通して国々の食文化を理解し交流を進めます。 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12b3jajoj/EXP=1350699139%3B_ylt=A7dPeCEDt4BQOwQAQESU3uV7/*-http%3A/park18.wakwak.com/%7Eosyare/yasai/0j-yasai-big.gif
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1336pg8j8/EXP=1350706712%3B_ylt=A7dPeCOY1IBQfjAABuiU3uV7/*-http%3A/fujikawa-kanko.sakura.ne.jp/sblo_files/fujikawa-kanko/image/CIMG0855.JPG
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６ 食の安全・安心確保への取り組み 

 

食品や食材の品質・表示に関すること、食品添加物や残留農薬、食物アレルギーな

ど、食に対して不安を抱く方が多くなっています。食の安全・安心確保は、食生活に

おける基本的な問題であり、安心できる食品を選ぶためには、生産者、加工・流通業

者の適正な生産活動と共に、消費者も正しい知識を得ながら適切な消費を行うことが

必要です。 

 

(1) 食品の安全性に関する情報提供と知識の習得 

○　有機農業や無農薬栽培などによる食の安全・安心確保に取り組む生産者に対 

して関係機関が連携し、情報提供や様々な支援に努めます。 

○　国・県などと連携しながら、食品の安全性や食に関する情報・学習機会の提

供を行い、町民が安心して食生活を送れるよう支援します。 

 

 

７ 環境に配慮した食生活の推進 

 

富士川町の豊かな自然が織りなす営みの中で、様々な食が生

み出されています。こうした恵まれた環境を守るため４R の推

進に努め、環境にやさしい食生活、環境負荷の少ない資源循環

型社会（ＳＤＧｓ）の構築を目指します。 
注４

 

(1) 環境を守る意識の普及 

○　環境にやさしい農産物の生産を支援すると共に、環境にやさしい商品購入に

ついて、消費者の理解促進を図ります。 

○　環境を守る意識の普及・啓発に努め、買い物袋やエコバッグの持参を推進し

ます。 

○　小中学校では、食のサイクルについての学習機会を設け、環境保全に対する

意識啓発に努めます。 

○　幼児から児童生徒への環境教育を勧め、環境意識向上に努めます。 

 

(2) 食品ロスの削減促進 

〇　農業体験や調理体験などの活動を通して、食べ物やそれを作る人への感謝の

気持ちや残さず食べる「もったいない」という気持ちを育み、食べ残しの削減

に努めます。 

〇　給食の食べ残しを減らす指導を行い、食品ロスの削減に取り組みます。 

○　家庭などでは、「食材を買い過ぎない」、「料理を作り過ぎない」、「食事を食

べ残さない」ことへの意識啓発に努めます。 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=120suc1dn/EXP=1350710368%3B_ylt=A3JuMFzg4oBQJGoAPeGU3uV7/*-http%3A/kids.wanpug.com/illust/illust2495.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1307q85lc/EXP=1350714508%3B_ylt=A3JvdVkM84BQ51EAGgiU3uV7/*-http%3A/www.city.kameoka.kyoto.jp/kankyousoumu/shise/reki/images/image010.jpg
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(3) 食品廃棄物の減量化と再利用 

○　食の製造・流通過程では、様々な容器包装材が使用されています。家庭では

ごみをなるべく出さないよう、工夫した買い物・調理を行うなどの取り組みや

リサイクルステーションなどの活用による、ごみの分別及びリサイクルの推進

などの意識啓発を進め、ごみの発生抑制・減量化を推進します。 

○　イベントなどでリユース食器を用いて食品を提供することを推進し、使い捨

て容器などの使用を減らして、ごみの減量及びリユース意識の普及啓発を行い

ます。 

〇　限りある生活資源に配慮し、環境を意識した調理法の工夫などの普及を通し

て、循環型社会の形成と地球温暖化防止に取り組みます。 

○　家庭から出るごみのうち、大きな割合を占める食品廃棄物の約 8 割は水分で

あると言われていることから、生ごみの堆肥化や水切りの推進など意識啓発に

努めます。 

〇　食品関連事業者や消費者の食品リサイクルに関する理解を促進するため、食

品リサイクルの必要性などについて普及啓発を図ります。 

〇　給食の食べ残しなどの、食品廃棄物の堆肥化を促進します。また、生ごみの

堆肥を学校農園で使用するなど、持続可能な生産消費形態の確保に取り組みま

す。 

〇　家庭から排出される廃食油を収集し、バイオディーゼル燃料等への資源化の

推進を図ります。 

〇　農業系バイオマスのコンポスト化、飼料化などバイオマス利活用の取り組み
注 5 注 6

を進めます。 
注 4：SDGs 

Sustainable Development Goals の略で、日本語で「持続可能な開発目標」 
注 5：農業系バイオマス 

家畜排せつ物や生ごみ、木くずなどの動植物から生まれた再生可能な有機性資源。 
注 6：コンポスト 

家畜排せつ物や生ごみなどを発酵させて作った堆肥。 
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8 食育推進運動の推進 

 

町民に、富士川町の食育の浸透を図るため、地域や団体・生産者、あらゆる関係機

関が連携し、食育の普及や意識啓発などの活動を推進します。 

 

(1) 「食育の日」の普及 

〇  毎月 19 日の「食育の日」には、家族一緒に家庭で食卓を囲むよう、「みん

なで食べよう！　夕ごはん」普及キャンペーンを推進します。 

 

(2) 「食事バランスガイド」の普及 

〇　家庭・地域・保育所・幼稚園・学校などにおいて、食事バランスガイドの普

及を推進し、バランスのとれた食生活の普及に努めます。 

 

(3)「新たな日常」デジタル化に対応した食育の推進 

〇　より多くの住民が主体的、効果的に食育を実践できるよう、ICTなどのデジ
注７

タル技術を上手に活用した情報発信や啓発イベントなど、多様な学びの場の

提供に努めます。 
注７：ICT 

「Information and Communication Technology（インフォメーション・アン 
ド・コミュニケーション・テクノロジー）の略で、意味は「情報通信技術」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コマのひもは、「菓子類」です。

菓子パンは「主食」ではなく、 
菓子類に含まれます。

運動をしてコマをまわそう。

水分補給も大切です。

主食

副菜

主菜

牛乳

果物
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参考資料 

 

資料１　富士川町の関係機関・団体における食育の取り組み 

 

(1) 保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事業名 取り組み内容

 

給食 

○ バランスのとれた献立を心がける。 
○ 季節の行事食、バイキング形式やリクエストメニューによる給食 

を実施する。 
○ よく噛んで食べる習慣を身に付ける。 
○ 手作りおやつの提供を行う。 
○ 給食の展示を行う。 
○ 食物アレルギー対応食の提供を行う。

 
給食だより

○ 給食だよりを毎月発行し、保護者へ献立やレシピの紹介、健康・

衛生・食習慣についての情報提供を行う。
 

体験活動

○ さつまいも・ピーマン・ミニトマト・なす・オクラなどの野菜の

栽培、収穫体験を行う。 
○ カレー・クッキー・スイートポテト・焼き芋・ケーキの飾り付け 

などのクッキング体験を行う。 
○ 給食の準備や片付けなど、給食当番活動を行う。

 食生活調査 ○ 家庭における子どもの食生活を把握する。

 
食指導

○ 食事のマナーやはしの持ち方・咀しゃく機能の向上など、年間指

導計画による食育指導を実施する。 
○ ポスターの掲示を行う。

 ごみの減量化・資源化 ○ 環境教室を開催する。 
○ 生ごみの堆肥化やごみの分別・リサイクルを実施する。 
〇　食べ残しの減量に向けた啓発活動を行う。

 試食会 ○ 年少児の保護者を対象に、給食試食会を開催する。

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=12ir7rjq1/EXP=1350540032%3B_ylt=A7dPeC9_SX5QMg4Ahb2U3uV7/*-http%3A/livedoor.blogimg.jp/illustrationm/imgs/7/1/71d6c44d.gif
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(2) 私立たんぽぽ子どもの家（保育園） 

 
 

(3) 峡南幼稚園 

 

 

 

 
事業名 取り組み内容

 

給食

○　栄養バランスのとれた給食を提供する。 
○　雑穀・分づき米を取り入れ、和食を基本とし、野菜を多く取り入 

れた給食を提供する。 
○　年齢に応じた食事マナーを身に付けるための指導を行う。 
○　噛む力の育成を行う。 
○　2 回食から、月齢に応じた調理形態での離乳食提供を行う。 
〇　家庭及び診断医療機関と連携し、アレルギー除去食の提供を行う。 
○　生協（コープやまなし）から、食材購入及び自家製みそ使用など 

安全な給食の提供を行う。 
○　4 回食の考えから、午後のおやつは手作りの軽食の提供を行う。

 

献立

○　給食だよりを毎月発行する。　 
○　多彩なメニューを取り入れた 1 回転/月献立による給食を実施す 

る。 
○　季節に応じたメニューを計画する。 
○　行事食・噛む力・マナー・食の楽しみなど、喫食に関する話題の 

情報提供を行う。
 

体験活動（食材への関

心と食への意欲を育

てる）

○　トマト・ナス・ピーマン・枝豆・大根・じゃがいも・さつまいも

などの野菜の植え付け、栽培、収穫の体験を行う。 
〇　もみまきから稲刈りまでの米作り体験を行う。 
○　キイチゴ・クワノミ・ビワ・イチジク・柿など、地域の農園で栽

培されている農産物や地域の自然食材の収穫体験を行う。 
○　お月見団子、豚汁、カレー、柏餅、ヨモギ団子、ホットケーキ、 

お好み焼き、餃子、干柿、梅漬け作りなどのクッキング体験を行 
う。 

〇　親子で餅つき、みそ造り体験を行う。 
○　給食室から依頼された食材を店舗で探して購入し、買い物体験を

行う。

 
事業名 取り組み内容

 

体験活動

○　幼稚園の農園でのナス、トマト、芽キャベツなどの夏野菜やさつ

ま芋栽培を通して、草取りや水やりの世話をしながら、成長を観

察し、植え付けから収穫までを体験することで、食物を身近に感

じながら食べることに興味を持たせる。 
○　収穫した芋でスイートポテトを作って食べ、食事マナーや地域の

食文化を学ぶ。 
○　子どもたちが近所のお店から購入してきた食材を使い、カレー・

月見だんご・炊き込みご飯などを作って食べるといった体験を通

して、今まで嫌いで食べられなかったものも、より身近に感じ、

食べることができるよう、好き嫌いをなくす取り組みを行う。
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(4) 小学校 

 

 

 

 

 

 
事業名 取り組み内容

 

給食

○ 地場産物を利用する。 
○ 郷土食や行事食の提供を行う。 
○ 給食ひとことメモの配布を行う。 
○ 保護者対象の給食試食会を開催する。 
○ 担任や栄養教職員による給食指導を行う。 
○ 学校給食週間に保護者へのお便り配布と地場産物や郷土食の紹介

を行う。 
○ 手洗い、身支度（エプロン・帽子・マスク）の徹底をする。 
○ アレルギー除去食の対応を行う。

 

学級活動

○ 各学年における食育の月別年間計画に合わせた指導を行う。 
●給食活動の組織作りを行う 
●食育の基本マナーを身に付ける 
●丈夫な骨や歯を作るための食生活を心がける 
●夏の健康と食事を考える 
●スポーツのための効果的な食事を知る 
●冬の健康と食事を考える 
●地域の食材や食文化について理解する 
●自分の食生活を見直し、健全な食生活を実践する

 
展示物

○ 郷土料理や行事食、月別の指導内容に基づいた内容をテーマにし

た展示物の作成を行う。
 

手洗い指導
○ 感染症予防を含めた、食前の手洗い指導、保健委員会や各クラス 

において正しい手洗い・うがい指導を行う。
 

委員会活動

○ 毎年、食に関するテーマを設定し、劇や紙芝居などで栄養や食習 
慣について学習する給食集会を行う。 

○ 給食の残量調べを行う。 
○ 給食のマナー点検を行う。 
○ 給食目標などの掲示物の作成をする。

 体験活動 ○ 野菜の栽培及び収穫体験活動を行う。 
○ 収穫した食材を使用した調理実習を行う。

 
地域高齢者との交流

事業

○ 料理クラブにおいて、高齢者と料理を通した交流活動を行う。 
○ 高齢者の指導による、郷土食作り体験を行う。

 

健康相談

○ 発育測定や保健室訪問などの機会を利用して、食事・運動・おや

つなどのとり方についての指導を行う。 
○ 健康診断結果に基づいた児童の健康状態を、保護者に情報提供す

る。
 

学校保健委員会

○ 「早寝・早起き・朝ごはん」のアンケートを実施し、その結果を 
○ 家庭に報告し、家庭での望ましい生活習慣を身に付けるための意

識啓発の推進を行う。 
○ 食育学習会を行う。
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(5) 中学校 

 
 

(6) 町の食育担当課 

 
事業名 取り組み内容

 
給食

○ 小学校と同様
 学級活動

 掲示物

 手洗い指導
 

委員会活動

○ 「早寝・早起き・朝ごはん」の呼びかけを行う。 
○ 熱中症予防の呼びかけを行う。 
○ 食前の手洗いの呼びかけを行う。 
○ 食後の歯みがきの呼びかけを行う。 
○ 給食の残量調べを行う。 
○ 牛乳パックの片付けや布巾の洗濯を行う。

 事業名 取り組み内容 担当
 子育て支援栄養相談 ○ 妊産婦・乳幼児などへの個別栄養相談を年間

１２回実施し、電話相談などにも随時対応す

る。

子育て支援課

 母子健康手帳交付 ○ 妊娠中からの食生活の大切さ、妊娠時期に合

った食生活についての個別指導を実施する。

子育て支援課

 母親学級 ○ 全妊婦とその家族を対象に年間６回開催し

妊娠中の食生活について指導する。

子育て支援課

 妊産婦・乳幼児訪問指導 ○ 母乳指導も含め各時期に応じた個別指導、必

要なケースには栄養士の訪問指導を実施す

る。

子育て支援課

 乳幼児健康診査 ○ 毎月１回、乳幼児健診時に年齢や月齢に応じ

た個別栄養指導を栄養士及び管理栄養士が

実施する。

子育て支援課

 離乳食教室 ○ 生後６～7 か月児を対象に離乳食初期～中

期について管理栄養士が講義を実施し、調理

実習と試食を取り入れ集団指導を行う。

子育て支援課

 体験活動 ○ ゴーヤ、かぼちゃ、さつまいもなどの栽培を

する。 
○ 昨年度収穫した野菜の種、苗を購入し、苗付

から栽培、収穫までを体験する。

子育て支援課　　

（児童センター）

 ぴよぴよクラブ ○ 乳幼児の保護者を対象に食生活改善推進員

による手作りおやつの提供と食に関する勉

強会及び相談を実施する。 
○ 乳幼児の保護者を対象に栄養士による食に

関する勉強会を実施する。

子育て支援課　　

（児童センター）

 早期生活習慣病予防事業 ○ 小中学校の児童・生徒に、各小中学校が抱え

る生活習慣病や健康に関する課題をテーマ

に、学校ごとに教室を開催する。

福祉保健課
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(7) 各種団体 

 栄養相談 ○ 希望者及び、町の健康診断の結果、高血圧

や脂質異常症、高血糖、腎機能低下などで

食事指導が必要とされる方に、月に 1 回管

理栄養士による個別相談を実施する。

福祉保健課

 大自然体験会 ○ 夏休みに小学４年生～中学生を対象に開催

する「大自然体験会」において、地元で作

られた食材を活用した調理を行い、自ら作

って食べる楽しみと地域食材への理解を深

める。

教育委員会

 廃食油収集 ○ 家庭から出る廃食油について、月１回の拠

点収集やリサイクルステーション収集によ

り、バイオディーゼル燃料としてリサイク

ルし、ゴミ収集車の燃料として使用する。

町民生活課

 リユース食器導入促進事

業補助金

○ 富士川町内の自治会や団体が行うイベント

などで、リユース食器を使用する際に費用

の一部を補助する。

町民生活課

 保育所、学校などの食品

食べ残し、堆肥化推進

○ 富士川町内の学校及び保育所の給食室から

出る食品の食べ残しを堆肥化する。

町民生活課

 ３０・１０運動 ○ 食品ロス削減を目標に、宴会五箇条の実践

を推奨する。

町民生活課

 広報 ○ 住民に、食育の必要性や関心を深めてもら

うため、町広報誌やホームページなどを通

して、町内の様々な食育に関する取り組み

の紹介を行い、食育啓発をする。

政策秘書課

 事業名 取り組み内容 団体
 歯の健康づくり ○ 地域の健康増進活動の一環として、歯の

健康づくりに取り組み、声かけ活動と合

わせて、歯みがきカレンダーの配布やむ

し歯のない子の表彰事業を行い、むし歯

予防を啓発する。

愛育会

 食生活改善活動 ○ 「私たちの健康は私たちの手で」をスロ

ーガンに、食に関する健康づくりを町民

に広める活動を行う。 
○ 会員自身が生活習慣を振り返り、正しい

知識を広めるための研修を行い、地区の

行事などの機会を活用し、学習会の開催

や食事の提供を実施し住民に食の大切

さを伝える。 
〇　地産地消を推進するため、特産品である

ゆずや郷土料理「みみ」などを「富士川

町の味」として伝承する活動を行う。

食生活改善推進員会



- 28 - 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、調理実習や試食を中止したり、　　　　

取り組み内容を変更して実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 昔ながらの料理伝承事業 ○ 小学校 1 年～4 年生を対象に、夏休み及

び冬休みに２回ずつ、「夏のあのねのね」

と「冬のあのねのね」において、郷土料

理などを高齢者と一緒に調理するなど、

世代間の交流を行う。

社会福祉協議会

 配食サービス ○ １人暮らしや食事準備の困難な方を対

象に、栄養バランスのとれた昼食の配食

サービスを行う。（月～土）

社会福祉協議会

 老壮大学 ○ 低栄養予防などの講習会を実施する。　　

（講師：町管理栄養士）

社会福祉協議会

 いきいきサロン ○ 地区ごとにいきいきサロンを開催する。 
○ 高齢者が講師となり、子どもや保護者に

「だんご」や「ほうとう」作りなどを伝

承する。

社会福祉協議会
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資料２　富士川町食育推進計画の達成状況の分析 
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午前７時までに起きる園児、午後９時までに寝る園児の割合は目標値を達成してい

るが、大人に合わせた生活リズムから早寝・早起きができない傾向にある。 

施設による差が見られ、保護者の就業や育児などの家庭環境の影響が考えられる。 

朝食を食べる園児の割合は増加傾向にあるが、朝食摂取が習慣化されていない園児

もいる。 

就寝時間が遅くなることで必然的に起床時間が遅くなり、朝ごはんを食べる時間がな

かったり、食欲がなかったりすることが見受けられる。 

幼少期はもちろんあらゆる世代の人が、規則正しい生活リズムを身に付ける必要が

ある。「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さについて、園だよりや給食だよりなどで

啓発し、意識向上、習慣化に努めていく。経済的、社会的な要因により朝食摂取など

が困難な場合もあるため、家庭の状況にも配慮していく必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和元年度に食に関心を持つ割合は、前年より下がっているが、令和 2 年度は関心

が上がってきている。妊娠届出時や母親学級などの機会を捉え、妊娠期から栄養に関

する情報提供を行い、また乳幼児健診では栄養に関する個別の相談も実施し、離乳食

や食生活全般について指導している。 

また、離乳食教室や個別栄養相談により相談指導体制の充実を図っている。 

妊娠中の栄養相談利用者も増え、関心は高まってきており、今後も管理栄養士を中心

に妊娠期から子育て期にかけて、食の重要性を伝えていきたい。 
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年々増加しており、保護者のむし歯予防への意識が高くなっていることが考えられ

る。今後も乳幼児健診などの場を活用し、予防歯科の大切さを伝えていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度によって終了者の数にばらつきがある。毎年該当している方も多く、特定保健

指導や生活改善への関心が低くなっている人もいる。今後も、通知や電話による勧奨

を行うと共に、対象者の生活改善への意欲を維持できるような指導を心掛け、終了者

の割合の増加を目指す。 
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令和 2 年度は新型コロナウイルスの影響で、学校が休校になった影響もあり、使用

量が減少してしまったが、引き続き「生きた教材」として峡南地域の地場産物を積極

的に取り入れていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年々、増加傾向にあったが、児童の家庭状況もあり、令和２年度は例年に比べて低

い割合となった。 
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圃場状況悪化により、利用可能な区画数が 54 区画から 49 区画に減少したため、

利用者も減少した。利用者を増やすため、圃場の改善を行うと共に広報やホームペー

ジなどを使い、市民農園のＰＲを強化していく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これまでのリユース食器導入事業補助金に関しての周知活動により、平成３０年度

及び令和元年度は、安定して利用件数を維持することができている。 

令和２年度に利用者数が大幅に減少した原因として、新型コロナウイルス感染症蔓

延などの影響により、多くのイベントが中止になったことや、令和２年５月３１日で

企業の協賛やレンタル価格の割引が受けられなくなり、リユース食器レンタル料無料

サービスが終了したことが考えられる。 
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食事バランスガイドを知っていると回答した人の割合は、調査開始以来、年々増加

し近年は横ばいとなっている。令和 2 年度は、新型コロナウイルスの影響で広報活動

の回数が減少した。今後も、食事バランスガイドの周知を進め、内容も含め知っても

らえるよう、広報活動できる場や方法を検討する。 
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別紙１　第２次富士川町食育推進計画　評価指標及び各年度の達成目標値 
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別紙２　第３次富士川町食育推進計画　評価指標及び各年度の達成目標値
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役職名 氏名 所属

 
委員 秋葉　ひとみ 食生活改善推進員会

 
委員 望月　一樹 ふじかわ協業組合

 
副会長 名執　雅之 ワンドリーズ株式会社

 
委員 小池　正隆 山梨みらい農業協同組合増穂経済センター

 
委員 深澤　順美 町校長会会長

 
会長 海野　美智子 たんぽぽ子どもの家

 
委員 小林　洋平 ＰＴＡ連合会

 
委員 石川　一也 中央保育所保護者会

 
委員 伊藤　かおり 第１保育所

 
委員 大久保　公生 学校給食センター

富士川町食育推進協議会委員名簿

順不同・敬称略
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